
全国で把握すべき指標（案）について   



全回で把握すべ書指標の考え方（指標を通じて目指す患者本位の地域医療の  

Ⅰ．がん対策、小児救急医療対策など事業ごとに地域医療の質の向上と効率化を図るものであること  

→ 病床数という量的な観点だけでなく、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供できる体制の   

構築に向かう指標であることとする。  

Ⅱ．患者の視点にたって疾病予防から治療、療養そして在宅医療といった医療の流れを示すものであること  

→ 医療サービスを受ける住民・患者が実際に医療計画を手にとって地域医療のあり方が把握できるよ   

う、住民・患者にとって分かりやすい指標であることとする。  

Ⅲ．重複した調査を極力避けるため都道府県と国が共同作業によって分担して把握するものであること  

→ 調査に当たっては医療機関や都道府県など関係者に過度な負担を新たに求めることなく、最終的に地   

域医療に関し都道府県間の比較ができる指標であることとする。  

（注）医療安全や在宅医療など9事業以外の指標については、別途検討。  

これらの指標のほか、都道府県独自に集めることもできるものとする。   






















